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はじめに 

 

 

愛川町行政改革推進委員会は、社会経済情勢の変化に対応した効率的で質の高

い町民本位の行財政運営の実現に向けた諸方策等について、町長の諮問に応じて

調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議することを目的として設置

され、所掌事項の１つとして、行政評価制度における外部評価に関することが定

められております。 

本委員会では本年度、８月１日、１２日の２日間の日程により、８の事業につ

いて外部評価を実施いたしましたので、その結果を建議します。 

国全体が人口減少局面を迎える中にあって、地方自治体の目の前には、地方創

生、子育て支援、防災対策など、行政課題がまさに山積しています。本建議書が、

愛川町の事務事業等のより効果的で効率的な執行への手がかりとなり、行財政改

革がさらに推進されることによりまして、各種行政課題へのスムーズな対応に寄

与することを望みます。 

 

 

平成２８年９月 

 

愛川町行政改革推進委員会 

委員長 牛 山 久仁彦 
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１ 外部評価の位置づけについて 

外部評価は、「愛川町行政評価実施要領（平成２５年４月 策定）」において、

自己評価、１次評価に次ぐ２次評価として位置づけられており、評価者は行政改

革推進委員会と定められている。また、外部評価の内容は、「１次評価の対象とす

る事業を選定し、町民や学識経験者などの外部からの視点により１次評価の結果

の妥当性をチェックする」とされている。 

 

２ 外部評価の実施方法について 

本委員会では、外部評価の実施にあたり、「平成２８年度事務事業評価及び特定

分野評価の外部評価実施要領」を定め、次のとおり評価を実施した。 

(1) 対象事業 ８事業（事務事業評価５件、特定分野評価３件） 

(2) 評価体制 委員会を２班に分け、４事業ずつ評価を実施したうえ、最終的

に全体で評価のとりまとめを行った。 

(3) 評価の流れ 対象事業１事業あたり５０分で、事業等所管課による説明、

質疑、意見交換、まとめの順でヒアリング及び評価を行った。 

(4) 評価の視点等 妥当性、有効性、効率性及び有用性の４つの視点を基本と

しながら、ヒアリング等を通じ、１次評価までの結果が妥当であるか総合的

に判断した。 

 

３ 外部評価結果の概要 

(1) 評価区分別件数 

 
現状 

維持 
拡充 改善 縮小 再構築 廃止 合計 

第１グループ １ ０ ２ １ ０ ０ ４ 

第２グループ ３ ０ １ ０ ０ ０ ４ 

合  計 ４ ０ ３ １ ０ ０ ８ 
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(2) 評価及び意見等の一覧 

○ 第１グループ 

事業 

番号 
事業名 評価 

今後の方向性に係る 

意見等 

1-1 
特定健康診査等

事業費（国保） 

現状 

維持 

本事業は生活習慣病の重症化を防

ぎ、医療費の削減につながるなど、意

義の大きい事業であり、引き続き受診

率の向上に努めるとともに、生活習慣

病の割合が、県平均より高い理由、地

域性を調べるなど、効果的に事業を進

めてほしい。 

1-2 

紙おむつ購入費

助成事業補助金

（介護） 

縮小 

町の財源が潤沢ではない中、国、県

の補助金を有効に活用して各種の任意

事業を行うなどの観点から、本事業と

してはやむを得ず縮小とするが、他の

任意事業や町独自の事業を含めた再構

築を検討し、効果的、効率的に高齢者

福祉の充実を図ってほしい。 

1-3 畜産振興事業費 改善 

畜産会と協議の上で、必要な補助制

度は維持しつつ、より効率的・効果的

に事業を進めるための現実的な改善策

を実施すべき。 

1-4 
耐震改修促進事

業費 
改善 

大地震が続く中、住民には、不安な

気持ちがあっても、費用の面などで耐

震改修に踏み切れない実情がある。耐

震化率の目標値達成のためにも、耐震

改修の促進につながる、より良い制度

への改善を図るべきである。 
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○ 第２グループ 

事業 

番号 
事業名 評価 

今後の方向性に係る 

意見等 

2-1 
小児医療費助成

事業費 

現状 

維持 

子育て世帯の経済的負担の軽減は図ら

れているが、持続可能な制度としていくた

めにも、ジェネリック医薬品や「かかりつ

け医」の推奨、過度な診療の抑制の啓発な

どにより、医療費の適正化を図りつつ、事

業を継続していくことが必要である。 

2-2 
教職員指導研修

活動関係経費 

現状 

維持 

「教師力グレードアップサマーゼミ」に

ついては、より良い研修とするため、夏休

み以外の開催や学校との共催などの見直

しをしていくべきであるが、これは通常業

務の範囲内で行うことであるため、評価区

分は現状維持とする。また、県への負担金

など他の経費については、その詳細を把握

し、真に必要な事業への負担金の支出を見

極める必要がある。 

2-3 

乳児用チャイル

ドシート購入費

助成金 

現状 

維持 

現状の事業を継続するとともに、リサイ

クル品を対象とするなど、利便性や波及効

果を高めるための方策について研究すべ

きである。 

2-4 

子供会等集団資

源回収事業奨励

金 

改善 

子供会以外の団体も資源回収の活動に

取り組んでいる実態に鑑み、事業名称の変

更や、より幅広い町民参加の促進などの改

善を行うとともに、いっそうの環境教育・

啓発による意識改革の促進など、資源化率

を向上させ、焼却に係る処理費用の削減に

つなげてほしい。 
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４ 対象事業ごとの外部評価結果 

①事業番号 1-1 ②事業名 特定健康診査等事業費（国保） 

③事業の目的 

４０歳～７４歳の国民健康保険加入者を対象に、主にメタボリックシン

ドロームに着目した健康診査を実施し、その要因となっている生活習慣

を改善させ、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防する。 

④事業の内容 
国の基準に基づく必須診査並びに医師の判断に基づき選択的に実施する

選択診査を、厚木医師会加入の協力医療機関において個別に実施する。 

⑤実績 
成果指標 特定健康診査受診率 

実績値(H27) ３７．３％ 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○本町の受診率は向上しており、例年、県平均を上回っている一方で、生

活習慣病による医療費の割合が高いということだが、その理由は。 

⇒本町の１人当たり医療費は全国平均より低く、県平均より高い。医療の

高度化により、医療の質が向上する一方で医療費が増える傾向がある。 

○受診率が高いと、町に対する国や県の補助金が増えるのか。 

⇒前年度より受診率が向上すると、調整交付金が増加する。 

○他市町村などの受診率向上の取組状況は。 

⇒国は６０％を目標としているが、大都市で２０％程度に留まる市もあ

るなど、思うように進んでいない状況もある。  

○平成２５年度の受診率が低下した理由は。 

⇒不明である。 

⑦主な意見 

○生活習慣病の割合が、県平均より高い理由、地域性を調べるべき。 

○本事業は生活習慣病の重症化を防ぐなど、意義の大きい事業である。 

○自覚症状がないと検診に行かないなど、住民の関心が高くない中で、受

診率が向上しており、所管課の努力が認められる。 

○法定事務であり、根本的な改善は難しい。外部評価の対象としてふさわ

しくないのでは。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

４人 人 人 人 人 人 

⑩グループの評価案 現状維持 ⑪委員会の最終評価 現状維持 

⑫今後の方向性に係

る意見等 

本事業は生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費の削減につながる

など、意義の大きい事業であり、引き続き受診率の向上に努める

とともに、生活習慣病の割合が、県平均より高い理由、地域性を調

べるなど、効果的に事業を進めてほしい。 
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①事業番号 1-2 ②事業名 紙おむつ購入費助成事業補助金（介護） 

③事業の目的 
在宅の要介護・要支援認定者に対し紙おむつ等を支給し、高齢者及びそ

の家族の精神的負担及び経済的負担を軽減し、高齢者福祉の向上を図る。 

④事業の内容 
１ヶ月の購入費８，０００円を限度に、９割または８割を助成。現物給

付（毎月配達）と償還払がある。【対象品目】紙おむつ、尿取りパッド 

⑤実績 
成果指標 紙おむつ購入費助成事業利用者 

実績値(H27) ３６２人 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○厚木市は、本町と比較して要介護・要支援の人数は相当多いのに利用
者が少ないのは、厚木市のほうが対象者の範囲が狭いからか。 

⇒そのとおり。 
○本町が対象を広げすぎ、事業費が不足するため縮小するということか。 
⇒国、県の補助金の算定方法が変わったことが背景にある。この事業は
自治体の判断で実施する任意事業の１つで、町の財源が潤沢ではない
中、国、県の補助金を有効に活用して各種の任意事業を行うために見
直すもの。他市町村では、助成額や助成方式はさまざまであり、対象
者は医師意見書や所得、要介護度などで制限されている。こうした状
況を見つつ、本町の受益者負担を見直すべきと考えている。 

○他市町村より対象が広いのは、なぜか。 
⇒政策的な理由と思われる。補助事業開始当初の平成１４年度は、対象
者もそれほど多くはなかった。 

○具体的にどのように縮小することを考えているか。 
⇒要介護度で対象者を絞ることや、補助率の縮小などを考えている。な
お購入額の平均は１月あたり５～６千円程度である。 

○仮に厚木市と同じ程度の対象者に縮小した場合、本町では、単純計算
で２０～３０人程度になるということか。 

⇒そうだが、そこまで縮小すると福祉の停滞につながるおそれもあるた
め、慎重に対応したい。 

○平成２８年度の事業費の財源に国、県の補助金が計上されていないの
は、別の事業で使い切ってしまうということか。 

⇒当初予算では補助金全体で１，２００万円を見込んでいるが、決算の
段階にならないと、本事業への充当額は決まらない。 

○自己負担額（１割）の導入が利用者の減少につながったのか。 
⇒原因の一つでもあるが、利用者の入院、転出、死亡等により補助対象
外となるケースもあり、目まぐるしく変化する。 

⑦主な意見 

○高齢者が増加している中で、高齢者福祉の後退と捉えられがちである。

住民の理解が得られるか。現状維持や再構築とするべきでは。 

○要支援・要介護以外で紙おむつを使う人も多い。 

○所管課の説明を聞くと、縮小でもやむを得ないと思う。 

○かなちゃん手形への補助、マッサージ、介護者の文化会館への招待な

ど、他の任意事業や町独自の事業を含め、再構築を行うべきである。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

０人 ０人 １人 ２人 １人 ０人 

⑩グループの評価案 縮小 ⑪委員会の最終評価 縮小 

⑫今後の方向性に係る

意見等 

町の財源が潤沢ではない中、国、県の補助金を有効に活用して

各種の任意事業を行うなどの観点から、本事業としてはやむを得

ず縮小とするが、他の任意事業や町独自の事業を含めた再構築を

検討し、効果的、効率的に高齢者福祉の充実を図ってほしい。 
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①事業番号 1-3 ②事業名 畜産振興事業費 

③事業の目的 町内の畜産農業の振興を図る。 

④事業の内容 

町が、町畜産会に対し、畜産経営安定対策事業補助金（畜産農家の飼料安

定基金負担金一部助成）及び家畜予防接種（家畜伝染病予防注射）対策事

業補助金を交付し、町畜産会が町内畜産農家に対し助成している。 

⑤実績 
成果指標 町畜産農家飼養頭羽数 

実績値(H27) ６３６，７９０（頭・羽） 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○現在、町内産飼料はどのようなものが栽培されているのか。 

⇒牛用のトウモロコシが一番多い。豚、鳥についても、町内産飼料活用の

余地があると考えている。 

○町内産飼料で必要な量を賄えるのか。 

⇒町内産飼料だけですべてを賄うことは難しいが、決められた頭数だけで

も町内産飼料を活用することで、畜産物の付加価値を高めることができ

ると考えている。また、耕作放棄地を飼料生産に活用していただければ、

耕作放棄地対策にもなると考えている。 

○農家の飼料代は相当の額にのぼり、補助率が低く効果が見えないという

課題の解決につながらないと思うが。 

⇒加工品販売にかかる費用の補助なども含めて考えている。 

○畜産経営安定対策事業補助金、家畜予防接種対策事業補助金は再構築で

きるのか。農業経営が厳しい中で、むしろ補助金額を上げるべきでは。 

⇒畜産会と協議を進める必要があるが、可能と考えている。農家数が減少

する中で、生産意欲を高めるため、農家数が減っても補助が増やせるよ

うな制度設計を考えたい。すでに加工品を独自に生産して頑張っている

事業者もあるので、そうした事業者の支援もしていきたい。 

○畜産会は農協と農政課が事務局となっているが、どのような現状か。 

⇒現在、主に町が事務局を担っている。 

○畜産会に加入していない畜産農家はあるのか。 

⇒把握しているのは酪農１戸である。 

○飼料代の他に、畜産経営において大きな比重を占めるものは何か。 

⇒糞尿などが出るので、たい肥化なども考えられる。 

⑦主な意見 

○６次産業化というと、言葉の聞こえは良いが、他業種との間での人間関

係形成、連携など、息の長い取り組みが必要であり、現実的には難しい。 

○飼料代は為替相場による変動が激しく、経営安定化は必要である。 

○耕作放棄地対策に取り組む主体がいなければ、結局は畜産事業者の負担

になってしまう。 

○補助金を団体ではなく個人に支払うことは、課題もあると思う。 

○事業を一旦廃止し、別の方法を再構築するというのは、非常に難しく、

現状を少しずつ改善していくのが良いのではないか。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

人 人 ４人 人 人 人 

⑩グループの評価案 改善 ⑪委員会の最終評価 改善 

⑫今後の方向性に係

る意見等 

畜産会と協議の上で、必要な補助制度は維持しつつ、より効率

的・効果的に事業を進めるための現実的な改善策を実施すべき。 
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①事業番号 1-4 ②事業名 耐震改修促進事業費 

③事業の目的 
木造住宅の耐震化の促進を図り、住民が安心して住める環境づくりや災

害に強いまちづくりを目指す。 

④事業の内容 
耐震診断：一戸に対し診断費用の１／２（限度額４万円）を助成 

耐震改修：一戸に対し改修工事費用の１／２（限度額５０万円）を助成 

⑤実績 
成果指標 住宅の耐震化率 

実績値(H27) ７８．３％ 

⑥ヒアリングの

主な内容 

○補助金の交付実績が少ない割に、耐震化率の実績値が高いのでは。 
⇒耐震化率は、町全体の棟数１３，７３９棟に対し、耐震性のある新耐
震基準の建物や、旧耐震基準でも耐震性がある建物、耐震改修工事を
行った建物が１０，７６３棟で、耐震化率は７８．３％である。また、
旧耐震基準の建物が２，９７６棟という実績値になっている。 

○過去の補助金交付実績は。 
⇒平成２５年度：診断３件、改修３件、平成２６年度：診断３件、改修
１件、平成２７年度：実績なし。 

○９５％という高い目標値を掲げているが、本事業は現状維持で良いの
か。融資、利子補給なども考えるべきでは。 

⇒補助額は他の町村と同水準であり、本町の財政規模からもこれ以上の
増額は難しいと思う。家屋は個人の財産であり、子世帯との同居の機
会に建て替えたいなど、所有者の意向もある。国庫４５％、県費２２％
の補助も受けており、補助制度の動向も見ながら考えたい。また高齢
者が対象の無担保融資制度があるようなので、案内できるようにした
い。 

○増築を行った場合、改修費補助は増築部分以外が対象となるのか。 
⇒従来は昭和５６年以降に増築を行っている建物は、補助対象としてい
なかったが、平成２８年４月からは、増築部分の面積が既存部分の１
／２以内であれば補助対象となるよう、基準を見直した。 

○耐震診断を受けずに改修を行う場合は、補助対象となるのか。 
⇒補助対象とならない。 
○昭和５６年以前に建築された建物は、ほとんど耐震化が必要なのか。 
⇒耐震化が必要ない場合もあるが、まれである。 
○町の施設で耐震化されていないものはあるか。 
⇒２２棟あり、耐震化率は８４％である。 
○耐震改修工事ができる業者は不足していないのか。 
⇒不足はしていない。 
○本町は地盤が良いので、それほど心配ないと聞いたことがあるが。 
⇒地盤は安定しているが、耐震化されていない建物はやはり危険である。
また断層の近くでは大きな被害が出る可能性がある。 

⑦主な意見 

○耐震化を行っていない住民には、不安があっても、今後住み続ける年

数や費用の面を考えると改修に踏み切れない現実がある。 

○個人の財産への補助であり、補助率は今以上引き上げるべきではない。 

○大地震が続き、住民も地震への恐怖がある。使いやすい制度にすべき。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

１人 人 ３人 人 人 人 

⑩グループの評価案 改善 ⑪委員会の最終評価 改善 

⑫今後の方向性に係る

意見等 

大地震が続く中、住民には、不安な気持ちがあっても、費用の

面などで耐震改修に踏み切れない実情がある。耐震化率の目標

値達成のためにも、耐震改修の促進につながる、より良い制度へ

の改善を図るべきである。 
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①事業番号 2-1 ②事業名 小児医療費助成事業費 

③事業の目的 
0 歳から中学校3年生までの児童の通院・入院費の保険適用の自己負担

分を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。 

④事業の内容 
対象者に医療証を交付し、通院、入院費の保険適用の窓口負担分を助成

する（所得制限なし・一部負担金なし）。 

⑤実績 
成果指標 医療証交付者数 

実績値(H27) ４，６６６人 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○小児医療費助成事業を利用した人数と割合、医療費の最高額は。 

⇒Ｈ２７実績で６７，３４５件、述べ件数であり実人数は不明。医療証

交付率は８８％（交付者数４，６６６人／対象年齢人口５，２８５人）。

生活保護受給者など、他の制度の利用者がいるため１００％にならな

い。医療費の最高額は、３１日間の入院で９９，５４９円を助成（Ｈ

２７実績）。 

○国保会計への国庫補助金減額の影響は。 

⇒６，１３９，６９４円の減額影響（Ｈ２７実績）。ペナルティ的なもの。  

○Ｈ２７とＨ２８を比較し医療証交付者数は減、予算額は増の理由は。 

⇒医療費の請求は２か月遅れとなり、拡大初年度のＨ２７年度はＨ２７

年６月～Ｈ２８年３月の１０か月分、Ｈ２８年度は通年の１２か月分

のため。 

○Ｈ２７年度から所得制限なしとしたが、財政的な影響は。 

⇒中学生の入院２件、４９６，３４７円で、財政的な影響は少ない。 

○所得制限を設けない政策的な目的（積極的な理由）は。 

⇒少子化対策として、子育て世帯のより一層の経済的負担の軽減と人口

増加を図るため、所得制限を導入せずに実施。 

○県央地域市町村（相模原市除く）の状況は。 

・通院、入院とも中３までで所得制限なし 

⇒厚木、海老名、清川、愛川 

・通院、入院とも中３までで所得制限あり⇒大和 

・通院は小６まで、入院は中３までで所得制限なし⇒綾瀬 

・通院は小６まで、入院は中３までで所得制限あり⇒座間 

・通院は小４まで、入院は中３までで所得制限あり⇒秦野、伊勢原 

○県補助金の対象経費、所得制限の状況は。 

⇒通院は小学校就学前まで、入院は中３までの医療費助成額等。所得が

６４６万円以上で対象外（扶養人数３人の場合）。 

⑦主な意見 

○子育て世帯の経済的負担軽減に資する事業である。 

○多額の費用を要しているため、適正な利用について啓発が必要。 

○国保会計の国庫補助金減額について、国へ改善を要望すべき。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

４人 人 １人 人 人 人 

⑩グループの評価案 現状維持 ⑪委員会の最終評価 現状維持 

⑫今後の方向性に係る

意見等 

子育て世帯の経済的負担の軽減は図られているが、持続可能

な制度としていくためにも、ジェネリック医薬品や「かかりつ

け医」の推奨、過度な診療の抑制の啓発などにより、医療費の適

正化を図りつつ、事業を継続していくことが必要である。 
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①事業番号 2-2 ②事業名 教職員指導研修活動関係経費 

③事業の目的 教職員の資質向上を図る。 

④事業の内容 

・町内小中学校教職員に必要な教育課題や学校運営等に関する研修とし

て、「教師力グレードアップサマーゼミ」「初任者研修会」等を実施。 

・県下及び厚木愛甲地区の各種教育団体が主催する研究会・研修会で、

本町の教職員の資質向上に資するものに対し、負担金等を支払う。 

⑤実績 
成果指標 教師力グレードアップサマーゼミへの参加人数 

実績値(H27) ２８０人 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○具体的にどのような研修事業があるのか。 

⇒教育委員会主催で４０数件の研修等を実施。このうち「自主参加ワー

クショップ型研修」として、「教師力グレードアップサマーゼミ」を開

催。初任者研修などその他の研修は、階層ごとに行っている。 

○参加率について。 

⇒「教師力グレードアップサマーゼミ」については、小中学校全教員約

２１０名中５０名前後の参加で、２０～３０％の参加率である。 

○自主参加だけではなく、学校長の推薦等を検討しては。 

⇒自主参加が基本だが、多くの教員が参加できる方策を検討したい。 

○「教師力グレードアップサマーゼミ」の開催回数の減理由は。 

⇒各学校単体での研修や、小中一貫教育関連の研修を実施したため。 

○講師の選定方法は。 

⇒講師の研修に参加し評価するほか、評判や著作物などから選定。 

○一般財源２百数十万の内訳は。 

⇒「教師力グレードアップサマーゼミ」の講師謝金は１０万円程度、そ

の他は、県などに対する研修関連の負担金等で、町自らの改善は困難。 

○「教師力グレードアップサマーゼミ」の具体的な改善方策は。 

⇒受講者アンケートの結果を反映し、講師やテーマを選定していく。 

⇒学校との共催、夏休み以外の実施など開催方法・時期等の見直し検討。 

⑦主な意見 

○評価対象事業は「教職員指導研修活動関係経費」であるが、事業費的

にもごく一部である「教師力グレードアップサマーゼミ」を中心とし

た説明で、他の大半は、県などに対する研修関連の負担金等であるた

め、自ら改善を図ることが困難とのことで、事業全体の評価は難しい。 

○「教師力グレードアップサマーゼミ」については、受講者の満足度も

高く、開催方法などに改善を加えることで、より良い内容への見直し

が可能。 

⑧評価の決定に伴う採決 □実施した  ■実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

人 人 人 人 人 人 

⑩グループの評価案 現状維持 ⑪委員会の最終評価 現状維持 

⑫今後の方向性に係る

意見等 

「教師力グレードアップサマーゼミ」については、より良い研

修とするため、夏休み以外の開催や学校との共催などの見直し

をしていくべきであるが、これは通常業務の範囲内で行うこと

であるため、評価区分は現状維持とする。また、県への負担金な

ど他の経費については、その詳細を把握し、真に必要な事業への

負担金の支出を見極める必要がある。 
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①事業番号 2-3 ②事業名 乳児用チャイルドシート購入費助成金 

③事業の目的 
自動車乗車中の乳児を交通事故の被害から守るとともに、チャイルドシ

ートの着用促進を図る。 

④事業の内容 
養育者に対し、チャイルドシート購入費の一部（上限：税込５，０００

円）を助成する（申請期限：対象児童が満１歳に達する日まで）。 

⑤実績 

成果指標 チャイルドシート購入補助を受けた人数 

実績値

(H27) 
９１人 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○新品のみが対象となっている理由は。 

⇒リサイクル品の性能・安全性についての確認が難しいと考えている。 

○新品の金額の相場はどの程度か。 

⇒２万～３万円程度が相場、高いものでは６～７万のものもある。 

○町内で販売している店舗は。 

⇒町内は把握していない。厚木市内の店舗やインターネットでの購入が

多い。 

○６歳まで同じ製品の利用は可能か。 

⇒子どもの成長に応じ買い替えるものと考える。長期間利用できる製品

もあるようである。 

○チャイルドシート着用の義務は。 

⇒６歳未満が原則着用義務あり。 

○以前は１年間のレンタル方式であったが全て新品だったのか。 

⇒全て新品とは限らなかったようである。 

⑦主な意見 

○年齢に応じた製品であり、使用可能期間も限られることから、リサイ

クル品の需要も高いと思われるため、補助対象とすることについて課

題を整理し研究してはどうか。 

○町内における消費拡大の観点から、町内での販売を促進し、購入に繋

げる方策を研究してはどうか。 

○６歳未満は原則チャイルドシートの着用義務があるので、ニーズは継

続してある。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

５人 人 人 人 人 人 

⑩グループの評価案 現状維持 ⑪委員会の最終評価 現状維持 

⑫今後の方向性に係る

意見等 

現状の事業を継続するとともに、リサイクル品を対象とするな

ど、利便性や波及効果を高めるための方策について研究すべきで

ある。 
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①事業番号 2-4 ②事業名 子供会等集団資源回収事業奨励金 

③事業の目的 ごみの減量化と資源化の推進及び住民の環境美化意識の高揚を図る。 

④事業の内容 

家庭から排出される有価物の回収（集団資源回収）及び地域に設置さ

れている紙類再資源化収納庫の管理を行っている町内会、子供会等の

地域の団体に対し、回収量に応じて奨励金を交付している。 

⑤実績 
成果指標 資源化率 

実績値(H27) ２４．８３％ 

⑥ヒアリング

の主な内容 

○子ども会、町内会などの取り組み実績（Ｈ２７年度）は。 

⇒集団資源回収は４３団体により５３回実施し、回収量は９５ｔ。紙

類再資源化収納庫は、収納庫７１基、３７４回、回収量は４７７ｔ。 

○団体数の減少要因は。 

⇒少子化の影響による子ども会の解散の影響が大きいと考える。 

○１次評価の「幅広い団体の参加」、「少量の回収」の具体案は。 

⇒スポーツ・文化団体、町民公益団体などを想定。具体的な検討はし

ていないが、現在の３００kgを改善する余地はある。現在実施して

いる団体と競合しないよう、調整する必要がある。 

○厚木市への焼却処理手数料との比較は。 

⇒厚木市への手数料は２２円／kgであり、資源化率が上昇すれば、焼

却費用は減少する。 

○他の資源化率向上に資する方策は。 

⇒資源ごみである剪定枝について、収集日以外に出された場合は回収

しないなど、取り扱いを厳格にしたところ、効果があった。 

⑦主な意見 

○奨励金単価の増や幅広い住民参加による集団資源回収の活性化を含

め、資源化率を向上させる方策を総合的に検討する必要がある。 

○厚木市への手数料を考えれば、資源化率の向上は必須である。 

○奨励金の単価の増は、よほどの金額アップでない限り収集量の増は

期待できないのではないかと考える。 

○資源化率を上げるためには、日々のごみ出しルールの徹底が必要。 

○資源化率に占める集団資源回収量は少ないが、集団資源回収の活性

化により、資源化に対する意識改革は可能である。 

⑧評価の決定に伴う採決 ■実施した  □実施していない 

⑨採決の結果 
現状維持 拡充 改善 縮小 再構築 廃止 

２人 ３人 人 人 人 人 

⑩グループの評価案 拡充 ⑪委員会の最終評価 改善 

⑫今後の方向性に係る

意見等 

子供会以外の団体も資源回収の活動に取り組んでいる実態

に鑑み、事業名称の変更や、より幅広い町民参加の促進などの

改善を行うとともに、いっそうの環境教育・啓発による意識改

革の促進など、資源化率を向上させ、焼却に係る処理費用の削

減につなげてほしい。 
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参考資料１愛川町行政評価実施要領（平成２５年４月 策定） 

 

 

Ⅰ．行政評価制度の導入目的 

 

１ 導入の背景 

昨今の非常に厳しい経済情勢は、本町にも多大な影響を及ぼしており、非常

に厳しい財政状況が続いている。このような状況においては、事業の選択と集

中を図るなど、限られた資源を有効に活用し、効率的な行財政運営に努めるこ

とが求められる。 

また、行政を取り巻く環境が大きく変化する中、協働の一層の推進が求めら

れているなど、町民との良好な関係を築く上でも、町が説明責任を果たすこと

が重要である。 

こうしたことから、行政評価の導入を「愛川町行政改革大綱第２次改定版」

（平成１５年度～平成１７年度）に位置づけたほか、「愛川町自治基本条例（以

下「自治基本条例」という。）」（平成 16 年条例第 1 号）により実施、評価結果

の公表、及び当該評価結果の町政運営への反映について義務付けているもので

ある。 

 

２ 導入の目的 

愛川町行政評価制度（以下「行政評価制度」という。）は、限られた行政資源

（人、財源、物）を効果的に活用していくために必要な「計画～実施～評価～

改善」のマネジメントサイクルを行政活動に取り込むとともに、町民参加・情

報共有という自治基本条例の趣旨にのっとり、評価結果を積極的に公表するこ

とによって、町民等への説明責任を果たすとともに、効率的で質の高い町民本

位の行政運営の実現を目指すことを目的とする。 
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Ⅱ．行政評価制度の概要 

 

１ 基本的な方針 

行政評価制度では、自治基本条例に定める目的を実現する観点のほか、行政

評価そのものの効果を踏まえ、次の５点に留意するものとする。 

(1) 効果的かつ効率的な町政運営（自治基本条例） 

効果的かつ効率的な町政運営に資するため、行政評価制度は、客観的に現

状を分析し、何を改善すべきかを直感的に判定する機能を持つものとする。 

 

(2) 評価結果の公表（自治基本条例） 

行政評価の結果を分かりやすく公表し、町民との情報共有を図ることとす

る。また、行政の透明性を確保し、説明責任を果たすことで、住民参加を推

進していくための仕組みとして発展させていくものとする。 

 

(3) 政策等への反映（自治基本条例） 

総合計画や予算編成と有機的に連携することで、行政評価の結果を町の政

策等へ反映する。具体的には、行政評価の結果を、実施計画の策定や予算査

定の際に活用するほか、総合計画の進捗管理との連携を図るなどの取組みを

行うものとする。 

 

(4) 簡易で機敏な評価システムの構築 

行政評価は、いわば事業の効果測定であり、その意味では行政評価も含め

て一体の事業と認識すべきものである。しかしながら、常に改善の視点を持

って業務に取り組む観点から、評価シートの簡素化、他の様式等との共通化、

過剰な手続の排除等、職員に必要以上の負担を強いることの無いよう、行政

評価制度の不断の改善に取り組むものとする。 

 

(5) 職員の意識改革と人材育成 

これからの町政運営に携わる職員は、常にコスト意識を持ち、町民等から

の貴重な税収の有効な利用に一層努めることが求められる。このため、行政

評価の実施により、職員の意識改革を促すとともに、次代の職員の育成に資

することを意図して行政評価制度を常に改善していくものとする。 
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２ 行政評価制度の枠組み 

  行政評価制度は、次の枠組みによるものとする。 

(1) 事務事業評価と施策評価 

行政評価制度では、個々の事務事業の成果・活動状況を把握し、改革・改

善すべき課題を抽出し、改善するための事務事業評価に加え、事務事業の上

位に当たる施策レベルからの評価を行う「施策評価」を行うこととする。 

施策評価と事務事業評価を行うのは、事務事業は「施策目的を実現するた

めの手段」であることから、施策レベルの視点から成果を評価することで町

が目指す姿に近付いているかを認識し、施策目的の実現のために何が必要か

分析した上で個々の事務事業を評価することで、より効率的な町政運営を実

現するためである。 

 

(2) 行政評価制度と総合計画・予算編成との連動 

総合計画の進行管理、予算編成等においては、事務事業評価の結果を活用

することとなる。具体的には、各担当部課での事務事業評価の自己評価を踏

まえ、行政評価制度を所管する行政推進課及び総合計画、予算編成を所管す

る企画政策課による事前調整後、庁内行政評価委員会による２次評価を実施

した後、行政改革推進本部において、事務事業の方向性を協議・決定し、そ

の方向性を実施計画策定及び次年度の予算編成方針に反映する。また、施策

評価の結果については、後期基本計画策定の際に活用するものとする。 

このように、行政評価制度では、総合計画・予算編成との連動を制度的に

担保し、客観的な視点による資源の選択と集中を図るものである。 

 

(3) 評価の視点の多様性の確保 

行政評価制度では、町職員による自己評価にとどまらず、学識経験者や町

民等がそれぞれの視点で施策・事業等について外部から評価することにより、

評価の客観性を確保するものである。 

 

(4) 評価手法の応用 

行政評価制度は、事務事業評価及び施策評価に限らず、特定の課題に対応

する場合等、現状を把握し対応を検討する際に積極的に活用するものとする。 
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Ⅲ．行政評価制度の詳細 

 

１ 実施する行政評価の種類 

本町においては次の行政評価を実施するものとする。ただし、特定の分野に

限った評価も適宜実施することができるものとする。 

（実施する行政評価） 

 行政評価の 

種類 

内容 実施する時期 

１ 施策評価 総合計画の基本計画（「節」のレベル）単

位で、主に目標の達成状況について評価

し、次の基本計画策定や施策を構成する

事務事業の精査に活用するもの。 

基本計画の計

画期間が開始

してから３年

を経過した後 

２ 事務事業評価 原則として予算書における子事業の単位

で、施策目標の達成に当該事務事業が与

える効果について評価し、事業の取捨選

択、実施内容の見直しに活用するもの。 

毎年度 

３ 特定分野評価 

（事務事業評

価の１つの形

態） 

補助金、イベント、扶助費等、何かしらの

課題を有し、予算書における子事業の単

位よりも細かい単位で評価することが必

要なものにつき適宜評価を行い、廃止や

見直しに活用するもの。評価の手法は原

則として事務事業評価と同様とする。 

原則として 

毎年度 

 

２ 対象とする施策、事業等 

１に掲げる行政評価の対象は次のとおりとする。 

 行政評価の種類 対象とする施策、事業等 

１ 施策評価 原則として総合計画に掲載するすべての施策を対象と

する。 

２ 事務事業評価 施策評価や総合計画の進捗状況調査等により評価を行

うことが適当であると認められた事業、又は総務部長

が特に評価を行う必要があると認めた事業を対象とす

る。 

３ 特定分野評価 事務事業評価と別に評価を行う必要がある特定の分野

における事務等で、総務部長が必要と認めるものを対

象とする。 
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３ 評価の実施体制 

行政評価は、原則として次の体制により行うものとする。 

評価の段階 評価者 内容 

自己評価 施策、事業等を所管する

所属の長（複数の所属が

関係する施策について

は最も関係が深い所属

の長とする） 

所定の様式を用い、成果やコストに

関するデータを入力することで判

定される評価に対し、改善等の方向

性を決定する。 

１次評価 庁内行政評価委員会 自己評価の結果について妥当性を

チェックするほか、政策的な整合性

等について判断した上で、改善等の

方向性を検討する。 

２次評価 

（外部評価） 

行政改革推進委員会 １次評価の対象とする事業を選定

し、町民や学識経験者などの外部か

らの視点により１次評価の結果の

妥当性をチェックする。 

改善策の決定 行政改革推進本部会議 ２次評価の結果を受けた最終的な

改善策を決定する。 

 

４ 評価の手法 

行政評価は、実施する年度の前の年度までの実績について評価する。 

行政評価を実施するに当たっては、原則として次の２種類の指標を設定し、

客観的な事実により成果を評価するものとする。ただし、施策、事業等の性質

により成果指標を設定することが困難な場合にはこの限りではない。 

なお、指標の設定については、行政推進課が調整を行うことができるものと

する。 

指標の種類 説明 

成果指標 

（アウトカム指標） 

事業の実施等により町が目指す状態となっているか

を客観的に示すための指標。 

なお、成果指標であっても、最終的な状態を示すのに

適した指標と中間的な状態を示すために適した指標

があるため、行政評価の種類により使い分けるものと

する。 

例）交通安全教室参加者数（中間的指標） 

  交通事故による死亡者数（最終的指標） 等 

活動指標 

（アウトプット指標） 

成果指標に係る数値を向上させるために必要な活動

の状況を客観的に示すための指標。 

例）交通安全教室開催回数 等 

※ 目的を達成するためにどの程度の資源を投入したのかを示す投入指標（イ
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ンプット指標）については、人件費も含めた総事業費とし、原則として個別

に設定はしないものとする。 

◎ 実際の評価の際の、評価項目（評価の視点）、評価基準、評価区分、スケ

ジュール、評価シート等の詳細については、評価実施時に総務部長が通知す

るものとする。 

 

５ 結果の公表 

２次評価を受け、行政改革推進本部会議により改善策が決定された後、改善

策も含めた評価結果を町政情報コーナーにおいて閲覧に供するほか、町ホーム

ページ上で公表するものとする。 

 

６ 行政評価制度体系図 
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参考資料２平成２８年度事務事業評価及び特定分野評価実施方法 

 

 

１ 目的 

  「愛川町行政評価制度実施要領」（以下、「実施要領」という。）に定めるとおり、

行政へのＰＤＣＡサイクルの導入、町民へ説明責任を果たすこと、効率的で質の高

い町民本位の行政運営の実現を目指すため、事務事業評価及び特定分野評価を実施

するもの。 

 

２ 評価対象事業 

  別添「平成２８年度事務事業評価及び特定分野評価対象事業一覧表」のとおり。

なお、評価対象事業の選定は、次の基準により行った。 

(1) 評価対象とする事務事業 

ア 所管課から、評価対象事業として提案のあった事務事業 

イ 一層の効率性向上や予算削減効果が求められる事務事業（施設維持管理経費、

各種事務事業委託経費など） 

ウ 事業効果が住民ニーズに沿ったものとなっているか、検証する必要がある事務

事業（少子化高齢化、環境対策、経済対策、生活・交通基盤整備、防災対策、生

涯学習など） 

エ 総合計画等の計画どおり、円滑に実施できているか検証が必要な事務事業（各

計画に基づく事務事業：福祉、健康、環境、都市、消防防災、教育など） 

オ その他評価が必要な事務事業（新規開始から概ね３年以上が経過した事務事業

など） 

カ 特定分野評価は上記ア～オに該当する補助金であって、原則として１件５万円

以上のものについて行う。 

(2) 評価対象から除く事務事業 

ア 過去に対象となったもの（概ね３年以内） 

イ 事務事業の性質から、評価になじまないもの（報酬、給与費、謝金、交際費、

一般管理経費等、国・県委託事業、義務的負担金、法定扶助費、基金積立金、償

還金・還付金、償還金利子、繰出金、その他計画的な施設建設や改修・復旧事業

など） 

(3) 対象事業の件数 

効率的・集中的に評価を行うことにより実施効果を高めるため、原則として、

１課あたり事務事業評価・特定分野評価それぞれ１件以内とした。 

 

３ 評価の流れ 

  実施要領に定めるとおり、内部評価として自己評価及び１次評価を実施した後、

外部評価として２次評価を実施する。２次評価の結果を踏まえ、行政改革推進本部

会議において改善策を決定する。 
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４ 評価項目（評価の視点） 

  次の４つを評価項目とする。それぞれの項目について判定基準に基づき、Ａ、Ｂ

及びＣの評価とする。 

(1) 妥当性 

「そもそも」行政が実施する必要がある事業か、公費を投入して実施すること

が妥当な事業か等について、次の８つの基準を満たすか否かにより判定する。 

基準 説明 

法令等で義務付けられた事業

である 

単に法令（＝法律、政省令、条例）に位置づけ

られているのではなく、実施が義務である場合

は○。根拠が町の規則や要綱のみの場合は×。 

民間サービスで同様の事業は

実施されていない、市場原理

に委ねることができない 

町が事業・サービスを廃止しても、民間が同種

の事業・サービスを実施でき、町民が利用でき

ると考えられる場合は×。民間サービスはある

が町内への進出が不可能と思われる場合は○。 

国や県において実施している

事業との重複がない 

国、県が町と同種類の事業・サービスを実施し

ており、対象者が重複して、又はいずれかを選

んで利用できる場合は×。同種類の事業があっ

ても、対象者が明確に分かれていて重複、選択

の余地がない場合は○。 

事業開始時から事業目的や町

民のニーズの低下や変質がな

い 

事業開始時から変わらず町民ニーズがある場

合は○。町民ニーズが低下している場合や、ニ

ーズはあるが事業開始時と異なる内容になっ

ている場合は×。 

事業・サービスの提供時間帯

及び場所は公平に提供されて

いる 

時間帯、場所の設定によって、事業・サービス

の対象が相当程度限定されてしまう場合は×。 

受益に応じた負担は適正であ

る 

受益者負担が低すぎる、又は高すぎる場合は

×。受益者負担なし、負担なしが妥当な事業の

場合は○。 

事業の実施による効果が不特

定多数の人に広く及ぶ性質で

ある 

事業の実施効果を受ける人が不特定多数の場

合は○。直接の対象者は少数でも、不特定多数

の人への波及効果がある場合は○。 

事業・サービスの対象者の日

常生活に必要不可欠な事業で

ある 

もし当該事業・サービスがなくなったら、対象

者の日常生活に支障を来たすと考えられる場

合は○。 

(2) 有効性 

事業等の実施効果を、特定の時点及び基準年度との比較により判定する。平成
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２７年度の目標を達成していなくても基準となる年度よりも成果が向上している

場合や、反対に基準となる年度よりも成果が悪化していても平成２７年度の目標

を達成しているのであれば、一定程度評価する。 

(3) 効率性 

より費用をかけずに成果を挙げているかとの観点から、基準年度との成果及び

費用の組み合わせにより効率性を判定する。 

(4) 有用性 

事業等の効果（成果）が総合計画の節（施策）の目的達成に貢献している度合

について、施策の目的達成に対する事業等の効果が直接的か間接的か、また、総

合計画の同じ節に属する他事業等と比較した優先度（重要度）により判定する。 

 

５ 評価区分 

(1) 評価の項目ごとの評価の区分 

 評価の項目ごとの区分及び判定基準は次のとおりとする。 

妥
当
性 

Ａ 基準を満たす項目が 75％以上（6～8項目） 

Ｂ 基準を満たす項目が 50％以上 75％未満（4～5項目） 

Ｃ 基準を満たす項目が 50％未満（0～3項目） 

有
効
性 

Ａ 
成果指標についての平成２７年度の目標を達成し、かつ、基準年

度と比較して成果（成果指標の実績値）が向上している 

Ｂ 

・成果指標についての平成２７年度の目標を達成しているが、基

準年度と比較して成果（成果指標の実績値）が低下している 

・成果指標についての平成２７年度の目標を達成していないが、

基準年度と比較して成果（成果指標の実績値）が向上している 

Ｃ 
成果指標についての平成２７年度の目標を達成しておらず、かつ、

基準年度と比較して成果（成果指標の実績値）が低下している 

効
率
性 

Ａ 成果が向上していて、費用も縮減できている 

Ｂ 
・費用が増加しているが、費用の増加率よりも成果の向上率の方が高い  

・成果が低下しているが、成果の低下率よりも費用の縮減率の方が高い  

Ｃ 

・成果が向上しているが、成果の向上率よりも費用の増加率の方が高い  

・費用を縮減しているが、費用の縮減率よりも成果の低下率の方が高い  

・費用が増加し、成果も低下している 

有
用
性 

Ａ 効果が「直接的」で優先順位が「高」である 

Ｂ 
効果が「直接的」で優先順位が「低」、または効果が「間接的」で

優先順位が「高」である 

Ｃ 効果が「間接的」で優先順位が「低」である 
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(2) 総合評価の区分 

 評価項目の判定により自動判定する評価の区分は次のとおりとする。 

評価の項目の内訳 評価の区分 

・Ａが４つ 

・Ａが３つ、Ｂが１つ 

・Ａが２つ、Ｂが２つ 

良好に実施できている 

・Ａが１つ、Ｂが３つ 

・Ｂが４つ 
改善の余地がある 

・Ａが２つ、Ｂが１つ、Ｃが１つ 

・Ａが３つ、Ｃが１つ 

・Ａが２つ、Ｃが２つ 

・Ａが１つ、Ｂが２つ、Ｃが１つ 

・Ａが１つ、Ｂが１つ、Ｃが２つ 

・Ｂが３つ、Ｃが１つ 

改善すべき点がある 

・Ａが１つ、Ｃが３つ 

・Ｂが２つ、Ｃが２つ 

・Ｂが１つ、Ｃが３つ 

・Ｃが４つ 

廃止も含めた検討が必要 

(3) 自己評価の区分 

 自己評価については、総合評価を踏まえ次の６つの区分に評価するものとする。 

 なお、総合評価は１つの客観的な基準により自動判定する性質のものであるこ

とから、原則として評価を踏まえるが、特に総合評価が妥当性を欠くことが明確

で、その理由を示すことができる場合には、「特記事項」の欄に必要な事項を記載

したうえで、自己評価の結果を記載するものとする。 

区分 内容 

現状維持 特に見直しを要しない 

拡充 
他の事業を縮小してでも、現行の事業に資源を

集中し、目的の達成を促進すべき 

改善 
現行の事業を残し、事業の内容を改善すること

で、目的の達成を図るべき 

縮小 過剰に投入されている資源を縮小するべき 

再構築 

・現行の事業を廃止し、別の方法により、目的の

達成を図るべき 

・事業実施を民間等に委ねるべき 

廃止 事業等の実施を取り止めるべき 

(4) １次、２次評価及び町の最終方針決定時の区分 

 それぞれ前段階までの評価結果を踏まえた評価結果については、自己評価と同
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一の区分とする。 

 

６ 評価結果の活用 

(1) 実施計画策定時 

１次評価終了時から活用し、行政改革推進本部会議において町の最終方針及び

改善策が確定した後、その内容を確定版の実施計画に反映するものとする。 

(2) 予算編成時 

予算編成方針の策定、平成２９年度予算査定は、行政改革推進本部会議におい

て決定した町の最終方針により行うものとする。 

 

７ 公表 

(1) 評価結果及び町の最終方針等 

町の最終方針確定後、最終方針に沿って作成する改善計画書と合わせて、取り

まとめが終わった時点で、町ホームページ等を活用し公表する。 

(2) ２次評価（外部評価）結果 

外部評価を実施した事務事業等の評価結果については、上記(1)以前であって

も、取りまとめが終わった時点で、町ホームページ等を活用し公表する。 

 

８ スケジュール 

  別添「平成２８年度行政評価スケジュール」のとおり。 

以上 
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参考資料３平成２８年度事務事業評価及び特定分野評価の外部評価実施要領 

 

 

１ 目的 

町民や学識経験者などの外部からの視点により、１次評価の結果の妥当性をチ

ェックし、評価の妥当性をより高めるために実施するもの。 

 

２ 対象事業 

 事務事業評価及び特定分野評価（補助金、イベント）のうち、８事業を対象とす

る。内訳は次のとおり。 

（１）事務事業評価       ５事業（全１６事業） 

（２）特定分野評価（補助金）  ３事業（全 ７事業）  

            合計  ８事業（全２３事業） 

     ※全対象事業の約３５パーセントを外部評価対象事業として抽出 

 

 なお、対象事業の選定にあたっては、１次評価までの結果を踏まえ、町として外

部評価の実施を希望する事業を選定することを基本とし、行政改革推進委員会から

特に希望がある場合には委員会の意向を踏まえるものとする。 

 

３ 評価体制 

 行政改革推進委員会委員により、６人の班と５人の班（２班体制）を編成し、各

班のグループリーダーを決定する（事前＝７月４日）。 

班ごとに、対象事業のヒアリングを行い、評価並びに方向性に係る意見案の決定

をする（１日目＝８月１日）。 

 すべての対象事業についてヒアリング等が終了した後、それぞれの班での評価及

び方向性に係る意見の案について、委員全員で審議し、最終的な評価及び方向性に

係る意見を決定する（２日目＝８月１２日）。 

 

４ 評価の実施方法 

(1) 班ごとによる評価の流れ（１日目＝８月１日） 

 １事業あたり５０分でヒアリング等を実施する。具体的な流れは次のとおり。 
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№ 項目 内  容 時間 

１ 説明 
事業等所管課からシートの内容（事業の目的、内容、成

果、自己評価結果と理由）を中心に説明 
１０分 

２ 質疑 
事業等所管課の説明における不明な点などについて質

疑 
２０分 

３ 
意見 

交換 

質疑を踏まえて、評価者（各委員）がどのような方向性

とすべきと考えたか表明し、意見交換する 
１５分 

４ まとめ 

意見交換を踏まえ、当該事業の評価及び方向性に係る意

見案を決定する 

※各班のリーダーが取りまとめる。評価が分かれる場合

は多数決（同数の場合リーダーが決定） 

５分 

※ ２の質疑と３の意見交換は明確に分けられない場合も多いため、３５分の中で

適宜行う。所管課は委員から促されるまで退席しない。 

(2) 評価の視点等 

 ヒアリング等を通じ、１次評価までの結果が妥当であるか総合的に判断する。 

 （事務事業評価シートは、妥当性、有効性、効率性及び有用性の４つの視点で

評価を行う仕組みとしており、外部評価においてはこれらの視点を参考として

取り扱う。） 

(3) 評価の取りまとめ（２日目＝８月１２日） 

 委員全員による評価の取りまとめの際には、まず、各班のリーダーが「主な意

見」、「その評価とした理由」等について説明する。 

 基本的には班での評価等の案を尊重しつつ、修正すべき点があるかどうか、全

体で審議し、最終的な評価等を決定する。 

 

５ その他 

(1) 外部評価の結果は「建議書」として取りまとめ、委員会から町長に提出後、町

がホームページ等で住民に公表するものとする。 

(2) 委員個人または所属する団体等が利害関係を有する事業を担当せざるを得ない

場合で、評価（案を含む）を多数決により決することとなった場合には、委員は

当該事業の採決に加わることができないものとする。また、個人や団体の利益を

代表するような意見を表明することも差し控えるものとする。 

(3) 平成２８年度は、効率的・効果的な評価を行う観点から、所管課から対象事業

の提案を受け付けるとともに、評価件数の絞込みを行っている。 

以 上 
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参考資料４愛川町行政改革推進委員会の概要 

 

 

○ 設置根拠 愛川町附属機関の設置に関する条例 

       愛川町行政改革推進委員会規則 

       （地方自治法第第１３８条の４第３項に規定する附属機関） 

 

○ 設置目的 社会経済情勢の変化に対応した効率的で質の高い町民本位の行財政運

営の実現に向けた諸方策等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結

果を答申し、又は意見を建議すること。 

 

○ 所掌事項 

(1) 行政改革大綱の策定及び総合的な推進に関すること。 

(2) 行政評価制度における外部評価に関すること。 

(3) その他行財政運営の簡素・効率化の推進のために必要な事項 

 

○ 委員名簿（４月１日 現在） 

№ 氏  名 選 出 区 分 

１ 
こ ざ の   しげ  お 

 

公募による町民等 

 

古座野 茂 夫 

２ 
しの ざき 
篠 崎 ひとみ 

３ 
うし やま  く に ひこ 

学識経験者 

明治大学政治経済学部教授 牛 山 久仁彦 

４ 
お  なが  よう  こ 

前町行政改革推進委員会委員 翁 長 陽 子 

５ 
ば   ば  しげ かつ 

元町職員（総務部長） 馬 場 滋 克 

６ 
ふじ  い  ひろ ひこ 企業の経営

に携わる者 
中央労働金庫愛川支店支店長 藤 井 博 彦 

７ 
くま さか    ひろし 

関係団体等

の代表者 

町農業委員会会長 熊 坂   博 

８ 
やま もと  けん ぞう 神奈川県内陸工業団地協同組合 

常務理事 山 本 健 三 

９ 
いい やま よし ひろ 

愛甲商工会事務局長 飯 山 良 弘 

１０ 
おお  ぬき  あき  こ 

町民生委員児童委員協議会理事 大 貫 昭 子 

１１ 
さ  とう きょう こ 町ＰＴＡ連絡協議会母親委員会 

委員長 佐 藤 京 子 

 


